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雑

報九
州
大
学
法
政
学
会

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
一
）

ロ
ー
・
ア
ン
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
講
演
会

二
〇
一
五
年
七
月
一
三
日
（
月
）

「
死
刑
執
行
後
の
再
審
請
求
事
件
・
飯
塚
事
件
を
考
え
る
」

講
師

岩
田

務
（
弁
護
士
（
福
岡
県
弁
護
士
会
））

二
〇
一
五
年
七
月
一
八
日
（
土
）

「
Ｍ
＆
Ａ
の
実
務
概
論
」

講
師

鈴
木
大
祐
（
元
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
サ
ッ
ク
ス
投
資
銀
行
部
門

ア
ナ
リ
ス
ト
・
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
）

二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
八
日
（
水
）

「
公
務
員
弁
護
士
の
時
代
」

講
師

岡
本

正
（
内
閣
府
行
政
刷
新
会
議
事
務
局
上
席
政
策
調

査
員
（
二
〇
〇
九
〜
一
一
年
）・
日
本
組
織
内
弁
護
士
協
会
理

事
・
第
四
部
会
部
会
長
）、
伊
藤

淳
（
財
務
省
福
岡
財
務
支
局

（
二
〇
一
〇
〜
一
三
年
）・
金
融
庁
検
査
局
専
門
検
査
官
（
二
〇
一

三
年
〜
）・
日
本
組
織
内
弁
護
士
協
会
九
州
支
部
長
）、
平
林
敬
語

（
南
さ
つ
ま
市
役
所
総
務
企
画
部
総
務
課
政
策
法
務
官
（
二
〇
一

三
年
〜
）・
日
本
組
織
内
弁
護
士
協
会
第
四
部
会
所
属
）

共
催

日
本
組
織
内
弁
護
士
協
会
（JIL

A

）
第
四
部
会
、
九
州

大
学
法
科
大
学
院

二
〇
一
五
年
一
二
月
九
日
（
水
）

「
裁
判
員
経
験
者
と
語
る
」

講
師

松
尾
（
裁
判
員
経
験
者
・
会
社
員
）、
岡
﨑
晴
輝
（
裁
判
員

経
験
者
・
法
学
研
究
院
教
授
）

司
会

豊
崎
七
絵
（
法
学
研
究
院
教
授
）

共
催

裁
判
員
交
流
会
イ
ン
カ
フ
ェ
九
州
、
豊
崎
ゼ
ミ

二
〇
一
五
年
一
二
月
一
八
日
（
金
）

「
最
近
の
憲
法
論
議
の
課
題
と
展
望
（
仮
）」

講
師

大
石

真
（
京
都
大
学
大
学
院
総
合
生
存
学
館
（
思
修

館
））
教
授

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
二
）

Ｌ
Ｐ
セ
ミ
ナ
ー

法
学
部
一
年
生
向
法
律
入
門
セ
ミ
ナ
ー

講
師

石
本

恵

（
弁
護
士
）

村
木
洋
二

（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

安
武
雄
一
郎

（
弁
護
士
）

海
瀬
弘
章

（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）
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西
ヶ
谷
雄
介

（
福
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
）

講
演
会

二
〇
一
五
年
三
月
一
三
日
（
金
）

「
企
業
の
社
会
的
責
任
（C

S
R

）
の
実
践
」

講
師

白
石

理
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
人
権
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
・

元
国
際
連
合
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
）

共
催

大
学
院
法
学
研
究
院
リ
サ
ー
チ
コ
ア
「
国
連
グ
ロ
ー
バ
ル

コ
ン
パ
ク
ト
の
法
学
・
政
治
学
的
研
究
」、
九
州C
S
R

協
会

二
〇
一
五
年
六
月
一
二
日
（
金
）

「S
em
in
a
r o
n S

ta
n
d
a
rd
s,
IP
 
a
n
d C

o
m
p
etitio

n P
o
licy

」

講
師

T
h
o
m
a
s C

o
tter

（P
ro
fesso

r,
U
n
iv
ersity o

f M
in
-

n
eso

ta L
a
w
 
S
ch
o
o
l

）、S
tev

en V
a
n U

y
tsel

（
九
州
大
学

大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）、
鈴
木
將
文
（
名
古
屋
大
学
大

学
院
法
学
研
究
科
教
授
）、
田
村
善
之
（
北
海
道
大
学
大
学
院

法
学
研
究
科
教
授
）、
小
島
立
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究

院
准
教
授
）、P

ierre R
eg
ib
ea
u

（C
h
a
rles R

iv
er A

sso
ci-

a
tes

）、
真
保
智
行
（
関
東
学
院
大
学
経
済
学
部
准
教
授
）、
長

岡
貞
男
（
東
京
経
済
大
学
経
済
学
部
教
授
、
経
済
産
業
研
究
所

フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
フ
ェ
ロ
ー
）、
青
木
玲
子
（
九
州
大
学
副
学

長
・
理
事
、
経
済
産
業
研
究
所
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
フ
ェ
ロ
ー
））

共
催

E
U
IJ

九
州
、
経
済
産
業
研
究
所
（R

IE
T
I

）

二
〇
一
五
年
七
月
三
〇
日
（
木
）

「
九
州
大
学
Ｏ
Ｂ
が
語
る
国
際
機
関
で
働
く
と
い
う
こ
と
」

講
師

江
本
佳
奈
子
（
国
連
開
発
計
画
（U

N
D
P

）
職
員
）

共
催

E
U
IJ

九
州

二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
三
日
（
火
）

「H
isto

ry
 
a
n
d
 
B
a
sic
 
P
rin
cip
les o

f In
tern

a
tio
n
a
l C

o
p
y
-

rig
h
t

（
国
際
著
作
権
法
の
歴
史
と
基
本
原
則
）」

講
師

Ja
n
e C

.
G
in
sb
u
rg

（M
o
rto
n L

.
Ja
n
k
lo
w
 
P
ro
fes-

so
r o
f L

itera
ry a

n
d A

rtistic P
ro
p
erty L

a
w
,
C
o
lu
m
-

b
ia L

a
w
 
S
ch
o
o
l

）

九
州
公
法
判
例
研
究
会

・
二
〇
一
五
年
度
春
期
（
二
〇
一
五
年
四
月
一
八
日
）

萍
憲
法
研
究
会
の
憲
法
論
議
と
河
井
弥
八
｜
｜
河
井
弥
八
日

記
を
手
が
か
り
に
」

赤
坂
幸
一
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）

知
的
成
果
物
の
多
様
性
を
実
現
す
る
た
め
の
法
の
役
割

｜
｜
知
的
成
果
物
の
創
出
、
媒
介
お
よ
び
享
受
に
関
係
す
る
『
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
』
と
、
そ
こ
で
の
『
慣
習
』
や
『
規
範
』
の
あ
り
方
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に
つ
い
て
」

小
島

立
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）

※
科
研
基
盤
研
究
（
Ｂ
）

現
代
行
政
の
多
様
な
展
開
と
行
政
訴

訟
制
度
改
革
」
と
の
共
催

・
二
〇
一
五
年
度
夏
期
（
二
〇
一
五
年
七
月
四
日
）

君
が
代
訴
訟
と
思
想
・
良
心
の
自
由
」

堀
口
悟
郎
（
九
州
産
業
大
学
経
済
学
部
講
師
）

行
政
行
為
に
対
す
る
継
続
的
権
利
救
済
に
関
す
る
研
究
・
序
論

｜
｜
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
手
続
の
再
開
法
理
の
形
成
と
発
展

｜
｜
」児

玉
弘
（
佐
賀
大
学
経
済
学
部
准
教
授
）

・
二
〇
一
五
年
度
秋
季
（
二
〇
一
五
年
一
一
月
七
日
）

第
二
次
大
戦
後
の
連
合
王
国
に
お
け
る
国
籍
概
念
に
つ
い
て
」

宮
内
紀
子
（
九
州
産
業
大
学
基
礎
教
育
セ
ン
タ
ー
講
師
）

沖
縄
返
還
『
密
約
』
文
書
開
示
事
件
上
告
審
判
決
」

井
上
禎
男
（
福
岡
大
学
法
学
部
准
教
授
）

社

会

法

研

究

会

第
四
三
一
回

二
〇
一
五
年
一
月
一
〇
日
（
土
）

九
州
大
学

雇
用
特
区
と
労
働
契
約
論
｜
君
は
ツ
タ
ヤ
ブ
ッ
ク
ス
ト
ア
三

階
を
見
た
か

｜
」

野
田
進
（
九
州
大
学
）

労
働
契
約
法
理
と
限
定
正
社
員
｜
「
限
定
」
性
を
め
ぐ
る
合

意
の
労
働
契
約
法
理
上
の
意
義
」

新
屋
敷
恵
美
子
（
山
口
大
学
）

生
活
保
護
基
準
の
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

山
下
慎
一
（
福
岡
大
学
）

第
四
三
二
回

二
〇
一
五
年
二
月
七
日
（
土
）

九
州
大
学

生
活
保
護
受
給
と
能
力
の
活
用
」

黒
田
有
志
弥
（
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
）

関
連
諸
法
と
の
関
係
か
ら
み
る
生
活
保
護
法
｜
近
年
の
改

正
・
立
法
の
動
向
と
残
さ
れ
た
課
題
｜
」

笠
木
映
里
（
九
州
大
学
）

第
四
三
三
回

二
〇
一
五
年
三
月
七
日
（
土
）

九
州
大
学

労
働
判
例
研
究
｜
東
芝
（
う
つ
病
・
解
雇
）
事
件
（
最
二
小
判

平
二
六
年
三
月
二
四
日
労
判
一
〇
九
四
号
二
二
頁
）」

柳
澤
旭
（
山
口
大
学
名
誉
教
授
）

労
働
組
合
法
一
条
一
項
お
よ
び
憲
法
二
八
条
の
立
法
過
程
に

つ
い
て
」

中
窪
裕
也
（
一
橋
大
学
）
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第
四
三
四
回

二
〇
一
五
年
四
月
四
日
（
土
）

福
岡
大
学
文
系
セ

ン
タ
ー
棟労

働
者
派
遣
に
お
け
る
契
約
関
係
を
め
ぐ
る
法
的
考
察
」

庭
雲
（
日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
特
別
研
究
員
）

生
活
保
護
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
法
的
意
義
と
限
界
」

丸
谷
浩
介
（
佐
賀
大
学
）

第
四
三
五
回

二
〇
一
五
年
五
月
九
日
（
土
）

久
留
米
大
学
福
岡

サ
テ
ラ
イ
ト

子
ど
も
・
子
育
て
新
制
度
の
立
法
過
程
研
究
」

伊
奈
川
秀
和
（
元
厚
労
省
）

セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
理
由
と
す
る
懲
戒
と
懲
戒
を
理
由
と
す
る

降
格
｜
海
遊
館
事
件
（
最
一
小
判
平
二
七
年
二
月
二
六
日
裁
判
所

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）」

原
審

大
阪
高
判
平
二
六
年
三
月
二
八
日
労
判
一
〇
九
九
号
三
三

頁一
審

大
阪
地
判
平
二
五
年
九
月
六
日
労
判
一
〇
九
九
号
五
三
頁

山
下
昇
（
九
州
大
学
）

第
四
三
六
回

二
〇
一
五
年
六
月
六
日
（
土
）

九
州
大
学

永
住
外
国
人
と
生
活
保
護
法
の
適
用
（
最
二
小
判
平
二
六
年

七
月
一
八
日
判
自
三
八
六
号
七
八
頁
）」

三
輪
ま
ど
か
（
南
山
大
学
）

労
働
契
約
を
め
ぐ
る
「
契
約
外
規
範
」
｜
「
労
働
の
場

（site

）」
に
お
け
る
契
約
外
規
範
の
探
求
｜
」

野
田
進
（
九
州
大
学
）

第
四
三
七
回

二
〇
一
五
年
七
月
四
日
（
土
）

九
州
大
学

障
害
者
に
対
す
る
勤
務
配
慮
｜
阪
神
バ
ス
（
本
訴
）
事
件

（
神
戸
地
尼
崎
支
判
平
二
六
年
四
月
二
二
日
労
判
一
〇
九
六
号
四

四
頁
）」所

浩
代
（
福
岡
大
学
）

就
業
規
則
の
最
低
基
準
効
の
歴
史
的
意
義
と
労
働
契
約
を
め

ぐ
る
合
意
」

新
屋
敷
恵
美
子
（
山
口
大
学
）

ス
ト
レ
ス
性
作
業
関
連
疾
患
に
対
す
る
使
用
者
の
法
的
責
任

｜
イ
ギ
リ
ス
法
を
中
心
に
」

阿
部
理
香
（
九
州
大
学
大
学
院
）

二
〇
一
五
年
社
会
法
研
究
会
夏
季
合
宿

二
〇
一
五
年
八
月
二
七
日

（
木
）、
二
八
日
（
金
）

賃
金
額
の
改
定
に
お
け
る
人
事
考
課
制
度
の
適
正
化
に
つ
い

て
」

畑
井
清
隆
（
志
學
館
大
学
）

退
職
労
働
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
健
康
被
害
と
使
用
者
の
団
交
応

諾
義
務
｜
最
近
の
労
委
命
令
を
対
象
と
し
て
」

雑 報
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柳
澤
旭
（
山
口
大
学
名
誉
教
授
）

社
会
保
障
法
学
会
秋
季
大
会
ミ
ニ
シ
ン
ポ
企
画
｜
｜
社
会
保
険
に
お

け
る
事
業
主
の
責
任

社
会
保
険
と
事
業
主
の
届
出
義
務
」

原
田
啓
一
郎
（
駒
澤
大
学
）

整
理
解
雇
法
理
に
お
け
る
人
選
基
準
の
法
的
意
義
」

柳
澤
武
（
名
城
大
学
）

中
国
的
判
例
解
雇
法
入
門
｜
労
働
者
の
非
違
行
為
を
理
由
と

す
る
解
雇
」

山
下
昇
（
九
州
大
学
）

重
畳
的
雇
用
関
係
に
お
け
る
安
全
配
慮
義
務
の
人
的
適
用
範

囲
｜
最
近
の
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
」

庭
雲
（
日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
特
別
研
究
員
）

大
学
教
員
の
労
働
契
約
関
係
に
お
け
る
テ
ニ
ュ
ア
と
身
分
保

障
法
理
｜
解
雇
等
雇
用
終
了
に
関
す
る
日
米
の
比
較
法
的
研
究
」

鶴
崎
新
一
郎
（
九
州
大
学
）

第
四
三
八
回

二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
日
（
土
）

久
留
米
大
学
福

岡
サ
テ
ラ
イ
ト

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
組
合
お
よ
び
団
体
交
渉
の
法
理
」

野
田
進
（
九
州
大
学
）

生
活
保
護
の
財
源
保
障
」

上
原
紀
美
子
（
久
留
米
大
学
）

第
四
三
九
回

二
〇
一
五
年
一
一
月
七
日
（
土
）

九
州
大
学

子
ど
も
に
対
す
る
給
付
の
形
式
と
水
準
」

平
部
康
子
（
福
岡
県
立
大
学
）

公
的
扶
助
の
不
正
受
給
防
止
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察
｜
イ

ギ
リ
ス
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
お
け
る
情
報
技
術
の
活

用
を
例
と
し
て
｜
」

山
下
慎
一
（
福
岡
大
学
）

第
四
四
〇
回

二
〇
一
五
年
一
二
月
五
日
（
土
）

熊
本
学
園
大
学

社
会
福
祉
法
制
に
お
け
る
知
的
障
害
者
の
主
体
性
の
形
成
と

権
利
擁
護
｜
障
害
者
総
合
支
援
法
の
検
討
を
中
心
に
｜
」

福
島
正
剛
（
熊
本
学
園
大
学
）

老
齢
基
礎
年
金
の
構
造
と
デ
ィ
ス
ア
ビ
リ
テ
ィ
」

星
野
秀
治
（
近
大
姫
路
大
学
）

書
面
性
を
欠
く
労
使
間
合
意
の
法
的
効
力
｜
ド
イ
ツ
法
に
お

け
る
様
式
欠
缺
の
議
論
を
手
が
か
り
に
｜
」

西
川
昇
吾
（
熊
本
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
三
年
）

九
州
大
学
産
業
法
研
究
会

第
六
五
四
回
例
会

平
成
二
七
年
四
月
一
八
日
（
土
）
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（
研
究
報
告
）

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
意
義
と
そ
の
背
景
に

つ
い
て
」

報
告
者

西
山

芳
喜
（
九
州
大
学
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
二
六
年
九
月
三
〇
日
金
判
一
四
五
五
号
八
頁

い
わ
ゆ
る
『
株
主
提
案
権
』
を
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
株
主
の

会
社
な
い
し
取
締
役
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
一
部
理
由
が
あ

る
と
さ
れ
た
事
例
」

報
告
者

千
手

崇
史
（
福
岡
工
業
大
学
）

第
六
五
五
回
例
会

平
成
二
七
年
五
月
一
六
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

発
行
会
社
倒
産
時
に
お
け
る
投
資
者
と
債
権
者
の
利
害
調
整

｜
不
実
開
示
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
劣
後
化
の
是
非
｜
」

報
告
者

藤
林

大
地
（
西
南
学
院
大
学
）

（
判
例
研
究
）

大
阪
高
判
平
成
二
六
年
二
月
二
七
日
判
時
二
二
四
三
号
八
二
頁

破
産
し
た
外
国
語
会
話
学
校
の
取
締
役
に
法
令
遵
守
体
制
構

築
義
務
お
よ
び
監
視
義
務
違
反
に
よ
る
第
三
者
責
任
を
認
め
た
事

例
」

報
告
者

田
中

慎
一
（
西
南
学
院
大
学
）

第
六
五
六
回
例
会

※
平
成
二
七
年
六
月
二
七
日
（
土
）
・
二
八

日
（
日
）
の
九
州
法
学
会
に
振
替
え

第
六
五
七
回
例
会

平
成
二
七
年
七
月
一
八
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

労
働
法
に
お
け
る
偽
装
解
散
・
黙
示
の
労
働
契
約
・
事
業
譲
渡

法
理

会
社
法
の
視
点
か
ら
」

報
告
者

原

弘
明
（
近
畿
大
学
）

（
研
究
報
告
）

株
主
有
限
責
任
の
原
則
に
つ
い
て
」

報
告
者

前
越

俊
之
（
福
岡
大
学
）

第
六
五
八
回
例
会

平
成
二
七
年
九
月
一
九
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

神
戸
地
裁
尼
崎
支
判
平
成
二
七
年
二
月
六
日
金
判
一
四
六
八
号
五
八

頁

甲
株
式
会
社
と
の
株
式
交
換
に
よ
っ
て
同
社
の
完
全
子
会
社

と
な
る
乙
株
式
会
社
の
株
主
の
提
起
し
た
株
式
交
換
無
効
の
訴
え

に
理
由
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
」

報
告
者

久
保

寛
展
（
福
岡
大
学
）

（
判
例
研
究
）

京
都
地
判
平
成
二
七
年
一
月
二
一
日
消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
一
〇
三
号

二
七
七
頁

雑 報

（法政研究82-４- ）150 1268



ク
ロ
レ
ラ
チ
ラ
シ
配
布
差
止
等
請
求
事
件
」

報
告
者

泉

日
出
男
（
愛
媛
大
学
）

第
六
五
九
回
例
会

平
成
二
七
年
一
〇
月
一
七
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

最
判
平
成
二
七
年
二
月
一
九
日
民
集
六
九
巻
一
号
二
五
頁

①
共
有
株
式
に
つ
い
て
権
利
行
使
者
の
指
定
・
通
知
を
欠
い
た

ま
ま
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
株
式
会
社
の
合
意
の
効

果
、
②
共
有
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
行
使
の
決
定
方
法
」

報
告
者

横
尾

亘
（
西
南
学
院
大
学
）

（
研
究
報
告
）

合
資
会
社
の
出
資
履
行
前
退
社
社
員
の
持
分
払
戻
請
求
権

（
最
判
昭
和
六
二
年
一
月
二
二
日
）
の
分
析
｜
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
会
計
の
手
法
に
よ
る
会
計
処
理
の
視
点
か
ら
｜
」

報
告
者

井
上

能
孝
（
福
岡
大
学
）

第
六
六
〇
回
例
会

平
成
二
七
年
一
一
月
二
一
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

閉
鎖
的
な
会
社
に
お
け
る
社
員
の
除
名
」

報
告
者

小
西

み
も
恵
（
佐
賀
大
学
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
決
平
成
二
四
年
一
月
二
六
日
判
タ
一
三
七
〇
号
二
四
五
頁

新
設
分
割
に
対
す
る
破
産
法
上
の
否
認
権
の
行
使
が
認
め
ら

れ
た
事
例
」

報
告
者

牧

真
理
子
（
大
分
大
学
）

第
六
六
一
回
例
会

平
成
二
七
年
一
二
月
一
九
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

民
法
改
正
法
案
と
商
法
・
保
険
法
」

報
告
者

佐
野

誠
（
福
岡
大
学
）

（
研
究
報
告
）

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
『
翌
月
一
括
払
』
と
原
因
関
係
｜
支
払

停
止
・
既
払
金
返
還
を
認
め
る
べ
き
か

」

報
告
者

若
色

敦
子
（
熊
本
大
学
）

第
六
六
二
回
例
会

平
成
二
八
年
一
月
二
三
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

も
し
も
『
売
渡
株
式
等
の
取
得
の
無
効
の
訴
え
』
が
な
か
っ

た
な
ら
ば
」

報
告
者

笠
原

武
朗
（
九
州
大
学
）

民

事

法

研

究

会

第
二
六
四
回

二
〇
一
五
年
五
月
九
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

報
告
者

鬼
頭
祐
紀
（
九
州
大
学
博
士
後
期
課
程
）
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相
殺
の
序
論
的
考
察
｜
｜
い
わ
ゆ
る
「
相
殺
の
担
保
的
機
能
」

に
関
す
る
日
韓
判
例
比
較
を
端
緒
に
｜
｜
」

第
二
六
五
回

二
〇
一
五
年
六
月
一
三
日
（
土
）

（
判
例
報
告
）

報
告
者

田
中
貴
政
（
九
州
大
学
法
科
大
学
院
三
年
）

建
物
の
賃
借
人
に
対
す
る
建
物
譲
受
人
か
ら
の
看
板
撤
去
請

求
と
権
利
濫
用
（
最
判
平
成
二
五
年
四
月
九
日
）」

第
二
六
六
回

二
〇
一
五
年
七
月
一
八
日
（
土
）

（
判
例
報
告
）

報
告
者

赤
崎
裕
一
（
九
州
大
学
法
科
大
学
院
二
年
）

主
た
る
債
務
を
相
続
し
た
保
証
人
に
よ
る
保
証
債
務
の
弁
済

と
主
た
る
債
務
の
消
滅
時
効
（
最
高
裁
平
成
二
五
年
九
月
一
三

日
）」

第
二
六
七
回

九
月
一
二
日
（
土
）

（
判
例
報
告
）

報
告
者

高
橋
千
秋
（
九
州
大
学
法
科
大
学
院
二
年
）

承
役
地
の
担
保
不
動
産
競
売
に
お
け
る
買
受
人
に
対
す
る
通

行
地
役
権
の
主
張
（
最
三
判
平
成
二
五
年
二
月
二
六
日
）」

第
二
六
八
回

一
〇
月
一
七
日
（
土
）

（
判
例
報
告
）

報
告
者

吉
田
愛
里
（
九
州
大
学
法
科
大
学
院
二
年
）

根
保
証
契
約
の
被
保
証
債
権
の
譲
受
人
の
地
位
（
最
判
平
成

二
四
年
一
二
月
一
四
日
）」

第
二
六
九
回

一
一
月
一
四
日
（
土
）

（
判
例
報
告
）

報
告
者

西
田
裕
太
朗
（
九
州
大
学
法
科
大
学
院
二
年
）

相
殺
適
状
と
受
働
債
権
の
弁
済
期
の
現
実
の
到
来
の
要
否

（
最
判
平
成
二
五
年
二
月
二
八
日
）」

民
事
手
続
研
究
会

【
研
究
報
告
】

平
成
二
七
年
三
月
二
八
日
（
土
）

固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
け
る
実
体
適
格
と
訴
訟
追
行
権

鶴
田

滋
（
九
州
大
学
（
当
時
））

民
事
訴
訟
法
二
九
条
の
適
用
効
果
に
つ
い
て
の
一
試
論

堀
野

出
（
九
州
大
学
）

平
成
二
七
年
一
二
月
一
二
日
（
土
）

証
拠
収
集
に
お
け
る
相
手
方
の
義
務
と
事
案
解
明
義
務

濵
﨑

録
（
西
南
学
院
大
学
）

口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
対
す
る
既
判
力
の
拡
張
の
た
め
の

承
継
の
要
件
に
つ
い
て
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池
田

愛
（
熊
本
大
学
）

福
岡
民
事
訴
訟
判
例
研
究
会

【
判
例
研
究
】

平
成
二
七
年
一
月
二
三
日
（
金
）

退
去
強
制
命
令
書
に
基
づ
き
送
還
・
護
送
中
に
死
亡
し
た
外
国
籍

男
性
に
つ
い
て
国
が
作
成
し
た
送
還
・
護
送
事
故
に
関
す
る
報
告

書
等
の
い
わ
ゆ
る
刑
事
関
係
文
書
に
対
す
る
証
拠
保
全
手
続
に
お

い
て
、
文
書
提
出
命
令
を
負
わ
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
し
て
、

検
証
物
提
示
命
令
の
申
立
て
が
認
め
ら
れ
た
事
例
（
東
京
高
決
平

成
二
三
・
三
・
三
一
判
タ
一
三
七
五
号
二
三
一
頁
）

高
木

航
（
福
岡
地
裁
）

平
成
二
七
年
二
月
二
〇
日
（
金
）

一

株
式
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
か
か
る
請
求
を
認
容
す
る
確
定

判
決
に
対
す
る
再
審
の
訴
え
と
上
記
確
定
判
決
の
効
力
を
受
け
る

第
三
者
の
原
告
適
格

二

当
事
者
の
一
方
の
請
求
に
対
し
て
訴
え
却
下
ま
た
は
請
求
棄

却
判
決
を
求
め
る
の
み
の
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
の
適
否
（
最

一
小
決
平
成
二
六
・
七
・
一
〇
判
時
二
二
三
七
号
四
二
頁
）

鶴
田

滋
（
九
州
大
学
（
当
時
））

平
成
二
七
年
五
月
二
二
日
（
金
）

共
同
相
続
人
の
う
ち
自
己
の
相
続
分
の
全
部
を
譲
渡
し
た
者
と
遺

産
確
認
の
訴
え
の
当
事
者
適
格
（
最
二
小
判
平
成
二
六
・
二
・
一

四
民
集
六
八
巻
二
号
一
九
二
頁
）

松
原

弘
信
（
熊
本
大
学
）

平
成
二
七
年
六
月
一
九
日
（
金
）

借
地
借
家
法
三
二
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
賃
料
増
減
請
求
に
よ

り
増
減
さ
れ
た
賃
料
額
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
の
確
定
判
決
の
既

判
力
（
最
一
小
判
平
成
二
六
・
九
・
二
五
民
集
六
八
巻
七
号
六
六

一
頁
）

鬼
頭

忠
広
（
福
岡
地
裁
）

平
成
二
七
年
七
月
一
七
日
（
金
）

別
居
中
の
夫
婦
間
の
子
の
引
渡
し
を
命
じ
た
審
判
に
基
づ
く
間
接

強
制
の
申
立
て
が
却
下
さ
れ
た
事
例
（
東
京
高
決
平
成
二
三
・

三
・
二
三
家
月
六
三
巻
一
二
号
九
二
頁
）

安
井

英
俊
（
福
岡
大
学
）

平
成
二
七
年
九
月
一
八
日
（
金
）

即
時
抗
告
申
立
書
の
写
し
を
即
時
抗
告
の
相
手
方
に
送
付
す
る
な

ど
し
て
相
手
方
に
攻
撃
防
御
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
相
手

方
の
申
立
て
に
係
る
文
書
提
出
命
令
を
取
り
消
し
、
同
申
立
て
を

却
下
し
た
抗
告
裁
判
所
の
審
理
手
続
に
違
法
が
あ
る
と
し
て
破
棄
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さ
れ
た
事
例
（
最
二
小
判
平
成
二
三
・
四
・
一
三
民
集
六
五
巻
三

号
一
二
九
〇
頁
）

芥
川

希
斗
（
福
岡
地
裁
）

平
成
二
七
年
一
〇
月
一
六
日
（
金
）

別
件
訴
訟
が
東
京
地
裁
に
係
属
中
に
同
一
内
容
の
訴
訟
が
神
戸
地

裁
に
係
属
し
た
訴
え
に
つ
い
て
民
事
訴
訟
法
一
七
条
に
よ
り
東
京

地
裁
へ
の
移
送
が
認
め
ら
れ
た
事
例
（
大
阪
高
決
平
成
二
六
・
一

二
・
二
判
時
二
二
四
八
号
五
三
頁
）

川
嶋

隆
憲
（
熊
本
大
学
）

平
成
二
七
年
一
一
月
二
〇
日
（
金
）

一

国
立
大
学
法
人
は
「
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の

公
開
に
関
す
る
法
律
」
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
等
を
考
慮
す
る
と
、

そ
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
、
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
と
い
う
観

点
に
お
い
て
は
、
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ニ
括
弧
書
き
の
「
国
又

は
地
方
公
共
団
体
」
に
当
た
る
か
、
ま
た
は
、
こ
れ
が
類
推
適
用

さ
れ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
原
決
定
が
維
持
さ
れ
た
例

二

本
件
各
文
書
の
う
ち
原
決
定
別
紙
一
文
書
目
録
記
載
の
各
文

書
に
つ
い
て
、
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
所
定
の
文
書
に
該
当
し

な
い
と
し
て
そ
の
提
出
を
命
じ
た
原
決
定
が
維
持
さ
れ
、
抗
告
が

棄
却
さ
れ
た
事
例

三

本
件
各
委
員
会
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
記
録
は
民
訴
法
二
二
〇
条
四

号
ロ
に
い
う
「
公
務
員
の
職
務
上
の
秘
密
に
関
す
る
文
書
」
に
該

当
し
、
「
そ
の
提
出
に
よ
り
公
共
の
利
益
を
害
し
、
又
は
公
務
の

遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も

で
き
る
と
し
た
原
決
定
が
維
持
さ
れ
た
例

四

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
申
立
事
件
の
相
手
方
お
よ
び
学
長
か
ら

の
事
情
聴
取
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
記
録
お
よ
び
そ
の
一
部

抜
粋
部
分
は
、
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
に
該
当
し
な
い
と
し
た

原
決
定
が
維
持
さ
れ
た
例
（
最
一
小
決
平
成
二
五
・
一
二
・
一
九

民
集
六
七
巻
九
号
一
九
三
八
頁
）

玉
岡

伸
也
（
福
岡
地
裁
）

政

治

研

究

会

二
〇
一
五
年
四
月
一
八
日
（
土
）

『
政
治
研
究
』
第
六
二
号
合
評
会
・
総
会

二
〇
一
五
年
五
月
一
六
日
（
土
）

欧
州
の
言
語
教
育
政
策
と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
｜
そ
の

民
主
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
概
念
｜
」

報
告
者

蓮
見
二
郎
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教

授
）

ボ
ー
ダ
ー
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
は
何
か：

権
力
と
空
間
の
拮
抗
」

雑 報

（法政研究82-４- ）154 1272



報
告
者

岩
下
明
裕
（
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア

研
究
セ
ン
タ
ー
境
界
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
教
授
）

二
〇
一
五
年
六
月
二
〇
日
（
土
）

ロ
ー
ル
ズ
公
共
的
理
性
論
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
｜
ロ
ー
ル
ズ
的

な
公
共
的
理
性
は
政
治
参
加
の
義
務
を
含
意
す
る
か
｜
」

報
告
者

大
澤
津
（
北
九
州
市
立
大
学
法
学
部
政
策
科
学
科

准
教
授
）

征
服
と
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
｜
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

統
治
論
｜
」

報
告
者

木
村
俊
道
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教

授
）

二
〇
一
五
年
七
月
一
八
日
（
土
）

学
問
と
民
衆
の
結
び
つ
き
を
め
ぐ
る
丸
山
眞
男
の
模
索
｜
マ

ン
ハ
イ
ム
「
自
由
に
浮
動
す
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」
を
手
が
か

り
に
｜
」

報
告
者

塩
原
光
（
九
州
大
学
大
学
院
地
球
社
会
統
合
科
学

府
博
士
後
期
課
程
）

一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
、
天
然
ガ
ス
・
パ
イ
プ
ラ
イ
ン

建
設
を
め
ぐ
る
西
側
同
盟
関
係
」

報
告
者

山
本
健
（
西
南
学
院
大
学
法
学
部
国
際
関
係
法
学

科
准
教
授
）

二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
七
日
（
土
）

複
雑
な
社
会
と
理
想
の
政
治
｜F

.A
.

ハ
イ
エ
ク
に
お
け
る

「
法
の
支
配
」
と
民
主
主
義
｜
」

報
告
者

阪
井
遼
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
府
修
士
課
程
）

“C
h
in
a
’s in

terp
reta

tio
n o

f th
e E

u
ro
p
ea
n In

teg
ra
-

tio
n p

ro
cess a

n
d its im

p
a
ct o

n S
in
o
-E
U
 
R
ela
tio
n
s”

報
告
者

蘇
明
（
大
分
大
学
経
済
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）

二
〇
一
五
年
一
一
月
二
一
日
（
土
）

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
に
お
け
る
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
の
諸
伝

統
｜
統
治
の
哲
学
と
し
て
の
公
共
哲
学
｜
」

報
告
者

細
川
亮
太
（
福
岡
県
職
員
）

可
謬
主
義
、
市
場
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
｜
ポ
パ
ー
哲
学
の
制
度

論
的
含
意
を
め
ぐ
る
議
論
を
手
が
か
り
と
し
て
｜
」

報
告
者

施
光
恒
（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究

院
准
教
授
）

二
〇
一
五
年
一
二
月
一
九
日
（
土
）

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
宗
教
批
判
の
政
治
思
想
的
意
義
｜
自
由

と
自
己
尊
重
｜
」

報
告
者

鎌
田
厚
志
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
助

教
）

新
自
由
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

（82-４- ）1273 155

雑 報



の
行
方
｜
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
『
動
物
農
場
』
に
つ
い
て
の

考
察
を
手
が
か
り
に
｜
」

報
告
者

白
川
俊
介
（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研

究
院
特
別
研
究
者
）

雑 報

（法政研究82-４- ）156 1274


